猪名川町地域包括支援センターに関する事業者選定プロポーザル審査基準

	項目
	参考点
	配点
	評価点

	Ⅰ.法人に関する事項 【２５点】

	
	1  法人の概要 (様式第３号)
	・実施事業(介護保険を除く地域包括支援センターなどの高齢者に関する事業や障害 福祉、社会貢献を目的とした事業)の実績がある
・医療等、地域包括支援センターの運営に好影響な事業を実施している
	１０点
	

	
	2  地域包括支援センターの運営実績 (様式第３号)
	・地域包括支援センターの運営において優れた実績がある
　　５：10年以上　３：5年以上10年未満　１：3年以上5年未満
	５点
	

	
	3  介護保険サービスの実績 (様式第３号)
	・「介護保険施設」「居宅介護支援」「訪問介護」「通所介護または通所リハビリテー ション」「短期入所生活介護または短期入所療養介護」を実施(１つあたり１点)
	５点
	

	
	4  法人の経営状況 (決算書)
	・収支決算が健全であり、安定した経営が可能な財政基盤がある
・経営の効率改善や透明性確保が図られている
	５点
	

	Ⅱ.運営方針・事業計画 【４０点】

	
	1  運営方針 (様式第４号)
	・地域包括ケアシステムの中核機関として認識した、運営方針が明記 されているか。
・公正・中立性の確保のための視点や、サービスの向上に向けた取組 が明記されているか。
・地域包括支援センターの周知を行うよう、ホームページの掲載など の取り組みが計画されているか。
・苦情等に関して適切な対応がとれるよう体制整備ができているか。
・個人情報保護の対策としてマニュアル等の整備がなされているか。
	１０点
	

	
	2  当該日常生活圏域に対する認識・見解 (様式第４号)
	・地域の高齢者の実態、地域活動、地域資源等について把握しているか。
・地域の現状や課題を認識しているか。
	１０点
	

	
	3  各業務の方針・計画 (様式第４号)
	・介護ケアマネジメント業務について、目標を設定し、その達成のために具体的な計画が明記されているか。
・総合相談支援業務について、目標を設定し、その達成のために具体的な計画が明記されているか。
・権利擁護業務について、目標を設定し、その達成のために具体的な 計画が明記されているか。
・包括的・継続的ケアマネジメントについて目標を設定し、その達成のために具体的な計画が明記されているか。
・在宅医療・介護連携について、目標を設定し、その達成のために具体的な計画が明記されているか。
・認知症地域支援について、目標を設定し、その達成のために具体的な計画が明記されているか。
	１０点
	

	
	④ 地域との連携 (様式第４号)
	・地域との連携に関する考え方や役割について具体的に明記されているか。
・これまでの活動実績を活かして、地域と広くネットワークづくりの構築に期待できるか。
	５点
	

	
	5  職員の確保・定着・質の向上 (様式第４号)
	・職員の資質の確保のために、相談業務の経験のある職員を配置できるか。
・職員の資質の向上に向けた研修計画が具体的に立てられているか。
	５点
	

	Ⅲ.センター運営に関する事項 【２０点】

	
	① 実施体制(設置場所) (様式第６号)
	立地条件に応じて以下のとおり加点
・駅、バス停から４００m(又は徒歩５分)以内
・１階である(又はエレベーターがある等、バリアフリーが一定確保されている)
	５点
	

	
	② 実施体制(時間外対応) (様式第４号)
	・緊急時に適切な対応がとれるよう体制整備ができているか。
	５点
	

	
	③ 実施体制(職員体制)
職員の経歴書
(様式第５号)
	・3職種（保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員）全員が常勤で確保済みであり、実務経験が十分にある
	５点
	

	
	
	・スーパービジョン体制（※1）・欠員時のバックアップ・緊急時の対応体制が明確かつ具体的に整備されている
（※1）福祉・介護・医療現場において、経験豊富な指導者（スーパーバイザー）が実務経験の浅い職員（スーパーバイジー）に対し、業務指導、心理的支援、管理・評価を行う教育的アプローチのこと。
	５点
	

	Ⅳ 価格点に関する事項【１５点】

	
	価格点
	価格点＝１００－１００×見積価格／予定価格
[bookmark: _GoBack]なお、小数第３位（４位四捨五入）とし、１５点以上の場合は１５点とする	
	１５点
	

	合 計
	
	１００点
	



※１０点満点
　１０点～８点：大変優れている
７点～４点：妥当である
　　３点～１点：できていない

※５点満点
　５点：大変優れている
３点：妥当である
　　１点：できていない
